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１、職務のため本会議に出席した者の氏名 

   議会事務局長   大 上 博 人     事務局長補佐  田 中 順 子 

 

１、傍聴者 な し 

 

１、町長提出議案の題目 

議 第 48号 隠岐の島町行政組織条例の一部を改正する条例 

議 第 49号 隠岐の島町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

議 第 50号 隠岐の島町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部 

を改正する条例 

議 第 51号 隠岐の島町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議 第 52号 隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 

議事の経過 

○議長（ 米 澤 壽 重 ） 

  ただ今から、本日の会議を開きます。 

（ 開 議 宣 告   ９時３０分 ） 

    本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

日 程 第 １、町長追加提出議案の上程 

「町長追加提出議案の上程」を行います。 

   議第48号「隠岐の島町行政組織条例の一部を改正する条例」から議第52号「隠岐の島町

職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例」までの5件を一括して議題といた

します。 

日 程 第 ２、提案理由の説明 

   「提案理由の説明」を行います。 

  ただ今、議題となりました、議第48号から議第52号までの5件について、提出者から提

案理由の説明を求めます。 

番外：町長  

○番外（ 町長 松 田 和 久 ） 

  「皆さん、おはようございます。」 
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本日、追加提案をさせていただきました諸議案について、ご説明を申し上げます。 

議第48号の｢隠岐の島町行政組織条例の一部を改正する条例」につきましては本年4月に 

 観光商工課を観光課に変更することとし、観光商工課の所管しておりました事務の一部を定 

 住対策課に移行し、定住対策課の所管しておりました医師招聘に関する事務を保健課に移行 

 するなど、行政組織を見直すものでございます。 

 議第49号の｢隠岐の島町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」及び 

 議第50号の｢隠岐の島町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正 

する条例」の2議案につきましては、本町の厳しい財政状況に鑑み、町長、副町長及び教育 

長に係る期末手当の支給割合の引き下げを行い、併せて本年度に引き続き、給料月額の減額 

措置を行うものでございます。 

減額措置の期間と内容につきましては、本年4月1日から来年3月31日までの間、町長25％、

副町長20％、教育長20％を、それぞれの給料月額から減額するものでございます。 

 次に、議第51号の「隠岐の島町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例｣につき 

ましては、これも本町の厳しい財政状況に鑑み、本年度に引き続き、職員給料の減額措置を 

行うものでございます。 

減額措置の期間と内容につきましては、本年 4月 1 日から翌年 3月 31 日まで間、級別に

減額率を設定し 7％から 1％それぞれの給料月額からこれを減額させていただくものであり

ます。 

また、私傷病休暇制度の人事院規則の改正に伴いまして、異なる病気のため 90 日を越え

て私傷病休暇を取得した場合の給与は、これを半額とするものでございます。 

最後に、議第52号の｢隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例｣ 

 につきましては、私傷病休暇制度の人事院規則の改正に伴い規定を定めるものでございます。 

  内容につきましては、職員が私傷病休暇取得の後、復職し20日間の実勤務を経ずに再び私   

傷病休暇を取得した場合の休暇は、これを継続とみなすことに改正し、合わせて結核療養者 

の最大1年間の有給休暇制度につきましては、これを廃止を行うものでございます。実施時 

期につきましては、平成23年4月１日といたしております。 

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（ 米 澤 壽 重 ） 

以上で「提案理由の説明」を終ります。 

日 程 第 ３、質   疑 
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  「質疑」を行います。 

  議案審議の便宜上、本会議を休憩し、全員協議会を開きます。 

（ 本会議休憩宣告    ９時３６分 ） 

（  全員協議会開会宣告  ９時３６分 ） 

○議長（ 米 澤 壽 重 ） 

全員協議会を閉じ、本会議を再開します。 

（ 本会議再開宣告   １１時３０分 ） 

  以上で、「質疑」を終ります。 

日 程 第 ４、議案の委員会付託 

「議案の委員会付託」を行います。 

お諮りします。 

議会初日に提出されました、町長提出議案の議第12号から議第28号及び議第33号から 

議第47号までの計32件、並びに本日提出されました、議第48号から議第52号 までの全 

37件について、お手元に配付の「議案付託表｣のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付 

託したいと存じます。 

これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声確認 ） 

  「異議なし」と認めます。 

  従って、そのように決定いたしました。 

日 程 第 ５、休会について 

  「休会について」を議題とします。 

  お諮りします。 

3月 14日から3月16日は常任委員会開催のため、本会議を休会にしたいと存じます。 

   これにご異議ありませんか。 

（ 「異議なし」の声確認 ） 

  「異議なし」と認め、そのように決定いたしました。 

以上で、本日の議事日程は、全部終了しました。 

次の本会議は、3月17日に開催し、委員長報告、討論、採決などを行います。 

本日は、これにて散会します。 

（ 散 会 宣 告    １６時５６分 ） 


